
＜ＦＡＸ通信票＞送信枚数３枚                 令和２年３月４日 

会員各位 

函館商工会議所  

会頭 久保 俊幸 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素より本所の運営にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

この度、新型コロナウイルス感染症により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上

げます。 

この状況を鑑み、北海道知事より本所上部組織である(一社)北海道商工会議所連合会に、

感染拡大防止に向けて下記のとおり協力依頼がございましたのでお知らせします。 

会員の皆様におかれましては、大変な時期かと存じますが、何卒ご理解ご協力の程よろし

くお願いいたします。 

 

 

【ご参考】 

令和２年２月２６日 

 一般社団法人北海道商工会議所連合会 

 会頭 岩 田 圭 剛  様 

       北海道知事 鈴木 直道 

 

   職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について（依頼） 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けては、今が大変重要な時期であり、道民が一丸

となって対策に取り組む必要があります。 
 

 職場において新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るためには、手洗いや咳エチケッ

ト等の感染対策を徹底していただき、従業員の方々に発熱等の風邪症状が見られるときには、

会社を休み、外出を控えていただくことが大切であり、そのためには事業主の皆様の理解が

必要です。 

 つきましては、本道において多くの感染事例が発生していることに鑑み、貴団体におきま

しては、会員団体・企業等に次の取組への協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

                    記 

１．職場における感染拡大防止に向けた、手洗いや咳エチケットの徹底 

２．パートタイム労働者､派遣労働者､有期雇用労働者など､多様な働き方で働く方々も含めて 

・労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備 

  ・労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備 

  ・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用 

３．小中学校が臨時休業となった際に労働者が休みやすい環境の配慮



主 な 相 談 窓 口 等 

【厚生労働省】 

厚生労働省の電話相談窓口 

  ○電話番号：0120‐565653（フリーダイヤル） 

  ○受付時間：９時 00分～21 時 00分（土日・祝日も実施） 

 

新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_

qa_00007.html 

 

リーフレット「新型コロナウイルス感染症を防ぐには」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf 

 

【北海道労働局】 

新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口 

 ～新型コロナ感染症の影響による労働相談（解雇・休業関係）の窓口～ 

  ○開設場所：北海道労働局 雇用環境・均等部指導課内 

  ○電話番号：０１１－７０７－２７００ 

    ※受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日除く） 

 
 

【道】 

労働相談ホットライン 

 ～労働関係に関する相談窓口～ 

  ○電話番号：０１２０－８１－６１０５ 

    ※受付時間：月～金 午後５時～午後８時、土 午後１時～午後４時 

 

働き方改革支援員の派遣によるハンズオン支援 

 ～社会保険労務士などの専門家を派遣し、企業の働き方改革の取組を支援～ 

  ○申請先・問い合わせ：北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室 

  ○電話番号：０１１－２０４－５３５４ 

 

 



 

 


